
意 

見 

書 

等 

  

（
条
例
） 

議
員
提
出
議
案
第
33
号 

 
 
 

青
森
市
議
会
議
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
否
決
）

 

  

青
森
市
議
会
議
員
定
数
条
例
（
平
成
十
七
年
青
森
市
条
例
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

本
則
中
「
四
十
一
人
」
を
「
三
十
八
人
」
に
改
め
る
。 

  
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
次
の
一
般
選
挙
の
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
青
森
市
議
会
議
員
の
職
に
あ
る
者
に
係
る
青
森
市
議
会
の
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
そ
の
任
期
が
終
わ
る
ま
で

の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 
◇ 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

 

提
案
理
由 

 

青
森
市
議
会
の
議
員
の
定
数
を
改
正
す
る
た
め
、
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。 



議
員
提
出
議
案
第
34
号 

 
 
 

青
森
市
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
可
決
）

 

 

青
森
市
費
用
弁
償
条
例
（
平
成
十
七
年
青
森
市
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
委
員
会
」
の
下
に
「
又
は
青
森
市
議
会
会
議
規
則
（
平
成
十
七
年
青
森
市
議
会
規
則
第
一
号
）

第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
（
以
下
「
議
会
の
会
議
等
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
及
び
同

条
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
職
員
が
当
該
部
会
に
出
席
し
た
と
き
は
、
日
当
五
千
円
を
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
は
、
一
日
に
つ
き
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
距

離
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
定
め
る
額
を
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、議
会
の
会
議
等
へ
の
出
席
が
庁
用
の
自
動
車
等
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、費
用
弁
償
は
支
給
し
な
い
。 

３ 

第
一
条
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
職
員
が
当
該
部
会
に
出
席
し
た
と
き
は
、
日
当
五
千
円
を
費
用
弁
償
と
し
て
支
給
す
る
。 

別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

      

  
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

 

 

片
道
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上 

片
道
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

片
道
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

居
住
地
か
ら
議
事
堂
ま
で
の
距
離 

二
、
五
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

費
用
弁
償
の
額 





１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
（
経
過
措
置
） 

２ 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
市
費
用
弁
償
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条

例
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
議
会
の
会
議
等
（
改
正
後
の
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
会
の
会
議
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
出
席

に
係
る
費
用
弁
償
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
議
会
の
会
議
等
の
出
席
に
係
る
費
用
弁
償
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

◇ 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

 

提
案
理
由 

 

議
員
の
費
用
弁
償
を
改
定
す
る
た
め
、
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 




